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吹田市青少年問題協議会規則（昭和４８年吹田市規則第３４号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和３２年吹

田市条例第３０２号）第３条の規定に基づき、吹田市青少年問題協議

会（以下「協議会」という。）の組織、運営その他必要な事項を定める

ものとする。 

（組織） 

第２条 協議会は、会長及び委員７人以内で組織する。 

２ 会長及び委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験者 １人以内 

⑵ 関係行政機関の職員 １人以内 

⑶ 社会教育委員 １人以内 

⑷ 市内の青少年の健全育成を目的とする公共的団体の代表者 ４人以

内 

⑸ 市民 １人以内 

３ 会長及び委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第３条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 協議会に副会長を置き、協議会が委員のうちから選任する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができな

い。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、教育委員会事務局地域教育部青少年室において

処理する。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項

は、協議会の意見を聴いて会長が定める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和 55 年６月１日規則第 26 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和 59 年 10 月８日規則第 34 号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和 59 年 10 月 15 日規則第 34 号の２） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年１月 20 日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（以下省略） 

附 則（平成４年 11 月 17 日規則第 50 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 10 年４月 20 日規則第 27 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 13 年２月２日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日以後初めて委嘱するこの規則による改正後の吹

田市青少年問題協議会規則第２条第４項第６号の委員の任期は、同条

第５項本文の規定にかかわらず、平成 15 年２月 14 日までとする。 

附 則（平成 17 年３月 31 日規則第 17 号） 

この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年３月 30 日規則第 33 号） 

この規則は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日規則第31号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に在任するこの規則による改正前の吹田市

青少年問題協議会規則（以下「旧規則」という。）第２条第４項第３

号に規定する委員は、この規則による改正後の吹田市青少年問題協議

会規則（以下「新規則」という。）第２条の規定にかかわらず、辞任

により退任する場合を除き、その任期の末日まで在任するものとす

る。 

３ この規則の施行の際、現に旧規則第２条第３項に規定する副会長で

ある者は、この規則の施行の日に、新規則第２条第２項の規定により

会長として委嘱され、又は新規則第３条第２項の規定により副会長と

して選任されたものとみなす。 

附 則（平成28年３月31日規則第24号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則の施行後最初に委嘱される会長及び委員の任期は、この規則

による改正後の吹田市青少年問題協議会規則第２条第３項本文の規定に

かかわらず、平成３１年６月３０日までとする。 

 


